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…
　
日
本
宗
教
連
盟
八
全
日
本
仏
教
会
、
神
社
本
庁
、
教
派
神
道
　
…

…
連
合
会
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会
、
新
日
本
宗
教
団
体
連
合
　
…

…
会
で
構
成
）
主
催
に
よ
る
、
「
第
五
回
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
　
…

…
ム
」
が
、
十
一
月
十
日
午
後
一
時
か
ら
、
神
社
本
庁
二
階
の
大
　
…

…
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
今
年
は
、
ち
ょ
う
ど
国
会
で
、
税
制
…

…
抜
本
改
革
へ
向
け
て
の
審
議
が
進
行
中
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
　
…

…
二
百
人
を
超
え
る
出
席
者
は
、
熱
心
に
聴
講
し
て
い
た
。
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
落
合
偉
才
日
羽
連
事
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
局
長
の
開
催
主
旨
説
明
に
始
ま
り
、
桜
井
勝
之

基調講演に大蔵省の薄井信明氏

「税制の抜本改革と宗教法人」

進
三
吟
連
理
事
長
の
開
会
挨
拶
の
後
、
来
賓
と

し
て
出
席
し
た
工
藤
巌
、
奥
田
幹
生
、
町
村
信

孝
の
各
衆
議
院
議
貝
と
田
沢
智
治
参
議
院
議
員

が
挨
拶
を
行
っ
た
。

　
つ
づ
い
て
基
調
講
演
に
入
り
、
『
税
制
の
抜

、
幽盤

来
賓
と
し
て
挨
拶
す
る
奥
田
幹
生
議
員

　
　
・
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
O
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
・
　
・
　
●

本
改
革
と
宗
教
法
人
」
と
題
し
て
、
大
蔵
省
主

税
局
税
制
第
二
課
長
の
薄
井
信
明
氏
が
、
要
旨

次
の
よ
う
な
話
を
さ
れ
た
。

　
昭
和
五
十
年
代
に
入
る
と
、
高
度
経
済
成
長

の
時
代
が
終
わ
り
、
国
の
財
政
が
赤
字
に
な
つ

基調講演の薄井信明総

て
き
た
。

　
そ
こ
で
新
し
い
間
接
税
（
い

わ
ゆ
る
「
一
般
消
費
税
」
）
を

導
入
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
が

出
て
き
た
が
、
ま
ず
不
公
平
税

制
の
是
正
と
、
行
政
改
革
を
や

る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
強
く
、

こ
れ
は
頓
挫
し
て
し
ま
っ
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
二
十
五
年
の

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
以
来
、
大
き
な

改
革
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
行

の
税
制
は
、
急
速
に
変
化
す
る

社
会
・
経
済
に
対
応
で
き
ず
、

様
々
な
ゆ
が
み
、
ひ
ず
み
を
抱

え
て
い
る
。
時
代
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
公
平
で

簡
素
な
税
制
、
所
得
・
消
費
・
資
産
な
ど
へ
の

税
が
相
補
う
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
税
制
の
実
現

が
、
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
公
平
な
税
制
こ
そ
、
民
主
々
義
の
礎
だ
と
確

信
し
て
い
る
が
、
近
年
、
本
格
的
な
税
制
改
革

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
所
得
課
税
、
特
に

勤
労
者
の
源
泉
所
得
税
の
ウ
ェ
イ
ト
の
増
加
が

著
し
く
、
一
方
、
消
費
課
税
の
ウ
ェ
イ
ト
は
顕

著
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
は
ヒ
め
と
し
て
、
納
税
者
の

重
税
感
・
不
公
平
感
が
高
ま
っ
て
き
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
税
制
を
現
行
の
ま
ま
放
置
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
今
や
単
な
る
減
税
策
で
は
な
く
、
税
制
全
般

に
わ
た
る
制
度
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
主
な
先
進
国
の
中
で
も
、
日
本
の
直
接
税
へ

の
依
存
度
は
最
も
高
く
、
逆
に
、
間
接
税
へ
の

依
存
度
は
、
最
も
低
ぐ
な
っ
て
お
り
、
国
際
的

に
見
て
も
日
本
の
税
制
の
か
た
よ
り
は
際
立
っ

て
い
る
。
税
制
の
ひ
ず
み
を
是
正
し
、
税
負
担

を
薄
く
公
平
に
分
か
ち
あ
う
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
い
る
。

　
直
接
税
と
間
接
税
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
、
短

所
を
持
っ
て
い
る
。
税
収
が
片
方
の
税
に
依
存

し
す
ぎ
る
場
合
は
、
そ
の
短
所
が
増
幅
さ
れ
て

し
ま
う
。
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
生
か
し
、

短
所
を
補
い
あ
う
よ
う
な
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
税
制
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
た
び
の
税
制
改
革
で
は
、
課
税
の
公
平
、

中
立
、
簡
素
の
基
本
原
則
に
従
い
、
①
所
得
税
・

個
人
住
民
税
の
負
担
軽
減
、
②
負
担
の
公
平
の

確
保
、
③
相
続
税
の
軽
減
・
合
理
化
、
④
望
ま

し
い
間
接
税
制
度
の
確
立
、
⑤
国
際
的
視
点
に
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立
っ
た
法
人
税
制
の
確
立
、
の
五
つ
を
柱
と
し

て
い
る
。

　
そ
し
て
、
現
行
税
制
が
直
面
し
て
い
る
問
題

を
根
本
か
ら
解
決
し
、
税
制
全
体
の
負
担
の
公

平
感
を
高
め
る
た
め
、
消
費
に
広
く
薄
く
負
担

を
求
め
る
「
消
費
税
」
の
導
入
が
提
案
さ
れ
て

い
る
。　

　
帝
京
大
学
講
師

　
こ
の
消
費
税
の
導
入
に
よ
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
を
中
心
に
大
幅
な
所
得
税
・
個
人
住
民
税
の

減
税
が
可
能
と
な
る
。

　
な
お
、
こ
の
「
消
費
税
」
は
対
価
の
あ
る
物

や
サ
ー
ビ
ス
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
い
わ

ゆ
る
宗
教
本
来
の
活
動
は
、
そ
の
対
象
外
と
な

っ
て
い
る
。

の
石
村
耕
治
氏
が
副
題

「
税
制
改
革
の
動
向
と
宗

教
法
人
課
税
上
の
論
点
」

い
七
「

　
　
　
　
発
題
す
る
石
村
耕
治
氏

　
基
調
講
演
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
帝
京
大
学
講

師
の
石
村
耕
治
氏
が
、
『
税
制
改
革
の
動
向
と

宗
教
法
人
課
税
上
の
論
点
』
を
テ
ー
マ
に
発
題

を
行
っ
た
。
石
村
氏
は
、
「
こ
の
た
び
の
税
制
改

革
は
、
宗
教
法
人
の
運
営
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
」
と
し
た
上
で
、
要
旨
次
の
よ
う
に
話

さ
れ
た
。

①
消
貧
税
は
、
「
公
益
法
人
等
に
つ
い
て
も
、
．

原
則
と
し
て
非
課
税
取
引
を
設
け
な
い
し
と
し

て
い
る
が
、
宗
教
法
人
の
場
合
、
法
人
税
法
に

い
う
「
収
益
事
業
」
に
あ
た
る
も
の
の
他
に
、

消
費
税
の
課
税
対
象
と
な
る
の
は
何
か
、
ま
た

逆
に
「
収
益
事
業
」
で
あ
っ
て
「
消
費
税
」
の

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
は
何
か
。

②
報
道
機
関
に
よ
れ
ば
、
大
蔵
省
は
宗
教
法

人
へ
の
課
税
強
化
策
と
し
て
、
「
金
融
収
益
」
へ

の
課
税
、
過
度
な
収
益
事
業
に
対
す
る
割
増
税

率
の
適
用
、
収
益
事
業
の
範
囲
拡
大
、
等
を
考

え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容

は
何
か
。

③
全
国
的
に
、
各
税
務
署
か
ち
「
お
尋
ね
」

（
法
定
外
文
書
）
の
送
付
が
目
立
っ
て
き
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
宗
教
活
動
の
内
容
に

深
く
立
ち
入
っ
た
質
問
も
あ
る
。
こ
う
し
た
法

定
外
文
書
の
活
用
に
よ
る
実
質
的
な
意
味
で
の

「
調
査
」
は
、
「
信
教
の
自
由
」
に
反
す
る
と
思

わ
れ
る
が
、
大
蔵
省
は
こ
う
し
た
文
書
の
配
布

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
い
る

の
か
。
④
宗
教
法
人
の
「
税
逃
れ
」
や
「
ビ
ジ
ネ
ス

化
」
な
ど
が
目
立
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は

一
部
で
あ
る
に
し
ろ
、
宗
教
法
人
の
「
公
益
性
」

「
社
会
性
」
に
対
す
る
疑
問
と
な
っ
て
い
る
。

現
行
宗
教
法
人
税
制
の
維
持
に
は
、
一
般
庶
民
、

1露、

税
が
課
税
の
対
象
と
す
る
事
業
の
定
義
と
範
囲

に
つ
い
て
具
体
的
に
ふ
れ
、
①
祈
藤
料
、
②
お

札
、
お
守
り
、
お
み
く
じ
、
③
お
布
施
、
戒
名

料
、
④
拝
観
料
、
⑤
宝
物
館
等
へ
の
入
場
料
、

⑥
駐
車
場
、
等
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
側
の
見
解

を
求
め
た
。

　　

@
遍
題
額
篶
難

三
遷

納
税
者
の
支
持
が
絶
対
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
宗
教
心
に
は
具
体
的

計
画
、
行
動
は
あ
る
の
か
。

　
つ
づ
い
て
、
税
理
士
の
近
藤
一
久
氏
が
「
宗

教
法
人
か
ら
見
た
消
費
税
の
疑
問
点
」
を
テ
ー

マ
に
発
心
し
た
。
こ
の
中
で
近
藤
氏
は
、
消
費

…
驚神社本庁の大ホールで熱心に聴講する参集の人々

長
よ
り
次
の
よ
う
な
発
言

が
あ
っ
た
。

　
「
ま
ず
、
本
来
の
宗
教

活
動
に
伴
う
収
入
に
は
、

消
費
税
は
か
か
ら
な
い
。

こ
の
中
に
は
、
祈
庸
料
、

お
札
、
お
守
り
、
お
み
ぐ

じ
、
お
布
施
、
戒
名
料
、

拝
観
料
等
が
ふ
く
ま
れ
る
。

　
法
人
税
法
上
の
「
収
益

事
業
」
に
当
た
る
も
の
は
、

全
て
原
則
と
し
て
消
費
税

の
対
象
（
土
地
の
売
却
収

入
や
地
代
は
非
課
税
）
だ

が
、
そ
れ
は
一
年
間
の
売

上
高
が
、
三
千
万
円
を
超

え
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
宝
物
下
等
へ
の

入
場
料
は
現
在
「
収
益
事

業
」
の
範
囲
外
だ
が
、
こ

こ
れ
は
消
費
税
の
対
象
（
年
間
売
上
高
三
千
万

円
ま
で
は
免
税
）
と
な
る
」

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
そ
の
後
、
一
般
参
加
者
か

ら
の
質
問
等
を
受
付
け
、
午
後
四
時
ま
で
つ
づ

け
ら
れ
た
。
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予
算
な
ど
三
議
案
を
審
議

爵
．

瓠
縷
設

、
薔
禦

　
議
案
第
一
号
「
一
九
八
九
年
度
予
算
編
成
基

本
方
針
及
び
、
予
算
案
の
大
網
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
件
」

　
剛
山
財
務
部
長
が
、
来
年
度
の
予
算
案
に
つ

き
歳
入
歳
出
の
両
面
に
亙
っ
て
、
編
成
上
の
基

本
方
針
及
び
大
綱
を
詳
細
に
説
明
し
た
。

　
活
発
な
質
疑
応
答
の
後
、
来
年
度
予
算
案
の

大
綱
に
つ
い
て
は
、
次
の
常
務
理
事
会
で
決
定

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
識
案
第
二
号
「
事
務
総
局
人
事
の
承
認
を
求

め
る
件
」

　
白
川
事
務
総
長
よ
り
、
事
務
総
局
職
員
の
退

任
に
伴
う
補
充
入
事
に
つ
き
、
説
明
が
行
わ
れ
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。
（
別
掲
八
頁
）

　
議
案
第
三
号
「
京
都
府
仏
教
連
合
会
加
盟
の

承
認
を
求
め
る
件
」

　
川
島
総
務
部
長
か
ら
説
明
。
原
案
通
り
承
認

さ
れ
た
。

　
報
告
事
項

①
第
＋
六
回
世
界
仏
教
徒
会
議
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

　
大
会
に
つ
い
て

　
杜
多
国
際
文
化
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。

②
ル
ン
ビ
ニ
ー
復
興
日
本
仏
教
徒
委
員
会
報
告

　
川
井
匡
俊
委
員
長
が
、
去
る
八
月
に
行
っ
た

ネ
パ
ー
ル
現
地
調
査
を
報
告
。
ル
ン
ビ
ニ
ー
園

の
現
状
、
特
に
マ
ヤ
堂
の
状
態
が
詳
細
に
説
明

さ
れ
た
。

③
回
和
委
員
会
報
告

　
蓮
池
瑞
旭
委
貝
長
が
報
告
。
各
教
団
に
お
け

る
研
修
、
啓
発
活
動
の
重
要
性
、
特
に
宗
派
役

貝
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
研
修
の
機
会
を
持
っ

て
ほ
し
い
と
、
強
い
要
請
が
行
わ
れ
た
。

④
事
務
総
局
各
部
報
告

　
各
部
長
よ
り
報
告
さ
れ
た
。

　
　
　
議
案
を
審
議
す
る
全
図
理
事
会

　
本
会
の
理
事
会
が
、
去
る
十
一
月
十
五
日
午

後
一
時
か
ら
、
東
京
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
開
催

さ
れ
た
。

　
三
帰
依
文
唱
和
、
野
口
理
事
長
挨
拶
に
つ
づ

い
て
、
議
長
に
理
事
長
を
、
議
事
録
署
名
人
に

楢
山
大
典
、
鈴
木
常
俊
の
両
師
を
選
出
し
て
、

議
事
に
入
っ
た
。

神奈川県仏創設

50周年記念大会
川崎大師の信徒会館で

は
、
参
加
者
全
貝
に
よ
る
三
帰
総
懸
唱
和
、

故
者
追
悼
法
要
が
行
わ
れ
、
つ
づ
い
て
野
仏
教

会
々
長
の
福
永
隆
昭
師
（
本
会
副
会
長
）
が
次

　
神
奈
川
県

仏
教
会
の
創

設
五
＋
周
年

記
念
大
会
が
、

十
一
月
八
日

午
後
一
時
か

ら
、
川
崎
大

師
平
間
寺
の

信
徒
会
館
を

会
場
に
、
四

百
人
を
超
え

る
関
係
者
が

出
席
し
て
開

催
さ
れ
た
。

　
第
｝
部
の

記
念
式
典
で

　
　
　
　
物

の
よ
う
に
挨
拶
し
た
。

　
「
今
日
の
社
会
は
急
速
な
経
済
発
展
に
よ
る

物
の
豊
か
さ
が
際
立
つ
蔭
に
、
大
切
な
心
づ
く

金六念己
額
殿
轟

　挿奈苅1環仏教

設五十周：
隔
年創祝

　
」
　
労
竜

挨拶する福永隆昭野仏教会会長

り
が
と
り
残
さ
れ
、
家
庭
・
社
会
の
歪
み
が
深

刻
の
度
を
加
え
て
い
る
。
今
こ
そ
物
あ
ま
り
心

乏
し
い
現
状
を
転
じ
て
、
心
の
時
代
二
十
一
世

紀
に
向
か
っ
て
県
仏
会
員
一
致
、
不
退
転
の
決

意
を
も
っ
て
、
全
一
仏
教
運
動
再
構
築
へ
の
第

一
歩
を
、
今
大
会
を
契
機
と
し
て
踏
み
出
し
た

い
も
の
と
念
願
す
る
も
の
で
あ
る
『

　
功
労
者
表
彰
が
行
わ
れ
た
後
、
本
会
の
野
口

善
雄
理
事
長
が
、
「
激
変
す
る
五
十
年
と
い
う
時

代
の
中
で
、
県
仏
教
会
の
礎
を
確
固
た
る
も
の

と
さ
れ
、
今
日
ま
で
そ
の
発
展
に
不
惜
身
命
の

努
力
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
方
々
．
に
、
満
腔
の
敬

意
を
表
し
、
あ
わ
せ
て
全
日
本
仏
教
会
へ
の
長

年
に
亙
る
甚
深
な
る
御
協
賛
に
対
し
、
衷
心
よ

り
謝
意
を
述
べ
た
い
」
と
祝
辞
を
述
べ
た
。

　
式
典
終
了
後
、
記
念
講
演
（
「
日
本
人
の
心
に

潤
い
を
」
寺
内
大
吉
氏
）
、
清
塩
（
沖
縄
舞
踊
）

に
つ
づ
い
て
、
午
後
四
時
か
ら
に
ぎ
や
か
に
祝

宴
が
行
わ
れ
た
。
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全
日
仏
婦
の
定
期
大
会
備
饗

挨拶する山本杉理事畏

　
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
（
全
日
仏
婦
）
で
は
、

十
一
月
十
四
・
十
五
日
の
両
日
、
紅
葉
の
美
し

い
箱
根
の
山
々
を
望
む
大
雄
山
箱
根
別
院
を
会

場
に
、
第
三
十
五
回
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
大

会
を
開
催
し
た
。

　
第
一
部
の
法
要
は
、
大
雄
山
箱
根
別
院
本
堂

に
於
て
箱
根
別
院
な
代
の
導
師
の
も
と
に
行
な

わ
れ
、
法
要
後
導
師
よ
り
法
話
を
い
た
だ
き
、

一
同
緊
張
の
面
持
で
聞
き
入
っ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
会
場
を
箱
根
別
院
会
館
に
移
し
、

先
ず
山
本
杉
理
事
長
が
次
の
よ
う
に
挨
拶
さ
れ

た
。
「
今
日
の
世
界
宗
教
事
情
の
中
に
お
い
て
、

，
我
が
大
乗
仏
教
思
想
が
注
目
を
あ
び
つ
つ
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
全
日
仏
婦
の
あ
り
方
も
重
要

に
な
る
で
し
ょ
う
L

　
来
賓
と
し
て
本
会
の
白
川
良
純
事
務
総
長
、

国
際
仏
教
興
隆
協
会
の
長
田
順
海
師
、
太
田
院

住
職
の
安
本
利
正
師
等
が
祝
辞
を
述
べ
た
。

　
そ
の
後
小
休
憩
を
は
さ
み
、
大
雄
山
最
乗
寺

山
主
余
語
翠
巌
三
下
よ
り
「
と
ら
わ
れ
の
な
い

世
界
」
と
題
し
て
こ
法
話
を
い
た
だ
い
た
。
余

語
狙
下
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
を
ま
じ
え
た
お
話
し

に
、
参
加
者
は
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
た
。
夕

方
六
時
か
ら
は
懇
親
会
が
あ
り
、
第
一
日
目
の

日
程
は
終
了
。

　
翌
日
は
朝
の
読
経
、
朝
食
の
後
出
発
し
、
参

加
者
全
員
で
大
雄
山
最
乗
寺
へ
参
拝
、
昼
食
の

後
解
散
し
た
。

参
院
選

全
仏
の
推
薦
候
補

明
年
七
月
に
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
第
十
　
　
五
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
、
本
会
は
加
盟

　
　
　
　
　
1
比
例
代
表
－

柳
川
　
覚
治
　
6
2
歳
　
自
民
・
現

①
曹
洞
宗
　
②
早
大
卒
　
文
化
庁
次
長

文
教
部
会
副
部
会
長

③
党

　
　
　
　
　
1
北
　
海
　
道
一

工
藤
　
万
砂
美
　
6
3
歳
　
自
民
・
現

①
北
海
道
仏
教
会
連
盟
　
②
中
大
修
　
商
工
会

議
所
会
頭
　
法
務
政
務
次
官
③
参
議
院
予
算

委
員
会
理
事

団
体
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
立
候
補
予
定
者
に
対

し
、
推
薦
状
を
交
付
し
て
支
援
い
た
し
ま
す
。

　
今
後
、
各
団
体
よ
り
申
請
の
あ
っ
た
順
に
、

本
誌
に
掲
載
し
、
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

①
推
薦
団
体
　
②
略
歴
　
③
現
職

　
　
　
　
　
一
和
　
歌
　
山
一

世
耕
　
政
隆
　
6
5
歳
　
自
民
・
現

①
高
野
山
真
言
宗
　
②
日
大
医
卒
　
近
畿
大
総

長
　
自
治
相
③
党
総
務
副
会
長

蓮騰趨響黙黙
，
．
一
躍

廿
竃
野

一
九
八
九
年
版

申
込
み
受
付
け
中

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
左
記
要
領
に
て
、

　
「
懸
仏
手
帳
」
を
発
行
し
ま
す
。
部
数
に

限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
注
文
は
お

早
め
に
。

内
容
三
帰
依
文
、
四
弘
誓
願
、
宗
門

　
　
　
　
聖
日
、
加
盟
団
体
役
員
住
所
録

　
　
　
　
そ
の
他

サ
イ
ズ
　
9
×
1
4
㎝

定
価
六
〇
〇
円
（
送
料
実
費
）

申
込
先
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
－

　
　
　
　
四
　
全
日
本
仏
教
会

　
　
　
　
　
　
「
全
仏
手
帳
係
」
宛

噺
◆
≒
◆
甦
．
◆
毒
◆
．
毒
◆
．
一
冨
◇
≒
◆
毒
◆
毒
◆
舞
◆
三
量
．
◆
き
◆
昌
調

▲▼

”ゆ”◆φ齢齢φゆ◇φ◇齢ψr●LOr●・瀞rひ

具用院寺

　　　浅草通り五鳳会加盟標

識釦ム旗レ田商店
東京都台東区寿2－10－9（地下鉄田原町駅前）

　　　電話　代表（841）4965

ψ◆ゆ◎ψ9ゆ・ひかφψ◇ゆゆ幽削卜帯・ひψ・●Lゆ・●L瀞◆“・ひゆφψ◆夢◆瀞「ひ

r
毒
◆
毒
◆
与
◆
等
◆
寝
る
毒
◆
毒
◆
毒
◆
認
る
≒
◆
毒
◆
㌔
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0
第
八
回
「
同
和
研
修
会
」
の
巨
財

　
全
日
本
仏
教
会
主
催
の
第
八
回
同
和
研
修
．

会
開
催
に
あ
た
っ
て
、
一
同
和
委
員
会
で
は
計

画
立
案
の
段
階
に
於
て
、
参
加
予
定
者
が
過

去
何
回
参
加
し
て
来
た
か
、
等
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
付
け
て
参
加
申
込
を
取
っ
た
と
こ

ろ
、
初
回
参
加
が
約
三
分
の
二
、
聴
講
の
み

参
加
二
百
名
、
全
日
程
参
加
が
約
百
二
十
名

で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
細
部
に
わ
た
る
検

討
を
加
え
立
案
し
た
。

　
特
に
、
ま
ち
が
っ
た
理
解
や
認
識
で
散
会

し
な
い
為
の
同
和
委
貝
と
し
て
の
助
言
の
必

要
性
と
、
今
回
の
目
的
を
次
の
二
点
に
し
ぼ

っ
た
。

　
そ
の
第
一
は
「
部
落
差
別
の
問
題
」
や
、

「
人
権
侵
害
の
問
題
」
は
社
会
的
問
題
と
し

て
切
り
は
な
す
も
の
で
な
く
、

教
旨
を
通
し
て
、
平
等
思

想
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
い

か
、
ま
た
自
己
の
信
仰
と

か
か
わ
っ
て
、
差
別
意
識

を
問
い
な
お
す
こ
と
を
目

的
と
し
た
。

O
研
修
の
内
容
か
ら

　
今
回
は
、
お
二
人
の
講
師
か
ら
基
調
講
演

を
い
た
だ
い
た
。

　
九
州
産
業
大
学
の
林
　
力
教
授
か
ら
は
、

「
解
放
を
問
わ
れ
つ
づ
け
て
」
と
題
し
、
教

育
の
場
に
お
け
る
教
師
と
し
て
の
立
場
か
ら

陥
っ
て
い
く
差
別
の
様
相
や
、
気
づ
か
ず
に

差
別
に
つ
な
が
っ
て
い
る
実
例
を
通
し
て
の

非
宗
教
的
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、

差
別
を
思
想
的
に
も
、
構
造
的

に
も
仏
教
徒
と
し
て
助
長
し
て

来
た
歴
史
性
か
ら
も
理
解
し
、

教
団
や
仏
教
徒
と
し
て
の
重
要

な
課
題
で
あ
る
こ
と
。

　
第
二
点
と
し
て
、
仏
教
の
儀

礼
や
、
教
説
等
の
中
で
釈
尊
の

　
第
八
回
同
和
研
修
会
で

　
発
書
す
る
蓮
池
師

指
摘
を
受
け
、
部
落
差
別
問
題
に
関
る
中
で

全
て
の
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み
こ
そ
、
先

生
自
身
が
常
に
「
人
間
と
し
て
」
問
わ
れ
つ

づ
け
て
い
る
の
だ
と
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る

詣
り
が
、
宗
教
者
・
求
道
の
者
と
し
て
同
一

の
地
平
に
あ
る
者
と
し
て
深
い
感
銘
を
受
け

た
。　
ま
た
、
大
谷
大
学
の
柏
原
　
祐
泉
名
誉
教

授
か
ら
は
、
「
近
代
の
部
落
差
別
と
仏
教
」

の
演
題
に
即
し
、
特
に
部
落
差
別
の
仏
教
界

の
諸
実
態
（
差
別
戒
（
法
）
名
・
差
別
的
教

化
・
差
別
を
温
存
助
長
す
る
教
団
体
質
等
）
を

踏
襲
し
な
が
ら
、
明
治
以
降
の
天
皇
制
へ
の

接
近
や
権
威
主
義
を
再
強
化
さ
せ
な
が
ら
、

今
日
に
至
っ
て
い
る
事
実
と
照
ら
し
、
部
落

差
別
そ
の
も
の
が
非
宗
教
性
で
あ
る
こ
と
に

．
目
覚
め
た
宗
教
活
動
の
展
開
の
必
要
性
が
提

起
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
内
容
を
軸
に
し
て
、
八
つ
の
分

散
会
で
は
、
平
均
的
に
十
二
・
．
三
名
の
参
加

者
を
得
て
討
議
が
進
め
ら
れ
た
。
特
に
今
回

は
分
散
会
討
議
の
時
間
を
多
く
取
り
（
五
時

間
）
所
属
教
団
の
中
で
の
差
別
的
事
象
が
見

え
て
来
つ
つ
あ
る
実
態
か
ら
、
解
放
に
向
け

て
の
取
り
組
み
状
況
の
報
告
や
、
宗
教
者
と

し
て
、
ま
た
教
団
の
職
員
と
し
て
の
立
場
か

ら
、
差
別
意
識
を
内
包
し
て
来
て
い
る
自
己

を
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
た
も
の
と
一
定
の

評
価
を
し
て
い
る
。

O
残
さ
れ
た
課
厘

　
分
散
会
討
議
の
中
で
出
さ
れ
た
差
別
に
つ

な
が
る
問
題
点
（
仏
教
界
や
社
会
的
な
中
で

の
事
象
）
が
広
範
な
も
の
で
、
個
々
の
内
容

に
つ
い
て
深
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
教
団
組
織
の
全
て
の

面
で
取
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
物
語

っ
て
お
り
、
同
和
問
題
担
当
部
局
の
み
の
問

題
で
な
く
、
全
て
の
部
局
で
の
取
り
組
み
の

明
確
化
と
、
課
題
別
の
分
科
会
と
し
て
の
研

修
会
方
法
に
つ
い
て
も
総
懸
会
の
討
議
を
通

し
て
設
定
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
感
ヒ
た
。

　
　
　
　
　
（
同
和
委
員
長
・
蓮
池
瑞
旭
）
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口
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隔
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旧
四
〔
旧
9
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〕
嚇
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〔
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〔
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〔
］
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旧
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口
噴
四

〔D
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c
＠
σ
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口
」
＠
団
Q

回答・全仏顧問弁護士

正浩長谷川

（
質
問
）
私
の
寺
も
今
度
始
め
て
税
務
調
査

を
う
け
ま
し
た
。
日
頃
か
ら
気
を
つ
け
て
い

ま
し
た
の
で
、
大
丈
夫
だ
と
思
い
な
が
ら
も

不
安
で
し
た
。
大
部
分
は
う
ま
く
い
っ
た
の

で
す
が
、
一
つ
だ
け
脇
に
落
ち
な
い
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
拙
寺
の
布
施
収
入
は
年
間
約

五
〇
〇
万
円
、
こ
れ
以
外
に
約
九
〇
〇
万
円

の
駐
車
場
収
入
が
あ
り
ま
す
。
私
と
坊
守
の

給
料
は
合
計
し
て
七
〇
万
円
で
す
が
、
こ
れ

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
割
合
五
対
九
に
分
け

て
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
か
ら
戴
い
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
税
務
署
の
方
は
駐
車
場
の
方
か
ら

月
額
四
五
万
円
も
も
ら
う
の
は
お
か
し
い
。

駐
車
場
の
管
理
人
の
給
料
は
同
規
模
の
も
の

で
せ
い
ぜ
い
月
一
〇
万
円
位
だ
か
ら
四
五
万

円
も
全
額
損
金
に
は
出
来
な
い
と
い
う
わ
け
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で
す
。
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
良
い
で
し

ょ
う
か
。
　
　
　
　
　
（
愛
知
県
Z
住
職
）

（
回
答
）
給
与
の
額
を
い
か
に
決
め
よ
う
と

そ
れ
は
給
与
を
支
払
う
者
と
、
こ
れ
を
受
け

る
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ

っ
て
、
税
務
署
に
と
や
か
く
云
わ
れ
る
筋
合

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
給
与
を

収
益
事
業
会
計
か
ら
払
う
の
か
、
そ
れ
と
も

本
来
の
宗
教
活
動
会
計
か
ら
払
う
の
か
は
、

給
与
を
受
け
る
方
が
い
ず
れ
の
仕
事
を
さ
れ

て
い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
き
ま
す
。
宗

教
活
動
だ
け
に
た
ず
さ
わ
る
方
に
対
し
て
は

当
然
宗
教
活
動
会
計
か
ら
出
す
べ
き
で
す
し
、

収
益
事
業
だ
け
に
た
ず
さ
わ
る
方
に
対
し
て

…………

決
、
値
上
げ
交
渉
、
税
金
の
申
告
手
続
等
々
、

あ
ら
ゆ
る
面
に
及
ぶ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

単
に
管
理
人
の
給
与
相
当
額
が
適
当
と
い
う

意
見
に
私
は
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。　
代
表
役
員
の
給
与
は
役
員
報
酬
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
そ
れ
は
過
大
で
な
い
限
り
収
益
事

業
か
ら
支
払
っ
て
当
然
で
す
。
そ
し
て
過
大

で
あ
る
か
ど
う
か
は
同
規
模
の
駐
車
場
を
経

営
し
て
い
る
会
社
役
員
と
比
較
し
て
常
識
の

範
囲
で
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
収
益
事
業
か
ら
戴
い
て
い
る
四

五
万
円
は
住
職
と
坊
守
と
の
割
合
が
ど
の
よ

う
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仮
に
同
規

駐
車
場
収
入
と
給
料
…

は
、
収
益
事
業
会
計
か
ら
出
す
と
云
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
住
職
や
坊
守
は
通
常
両
方

の
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と

き
い
ず
れ
か
ら
出
す
べ
き
か
、
こ
れ
が
御
質

問
の
趣
旨
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
貴

寺
の
場
合
、
収
益
事
業
で
あ
る
．
駐
車
場
の
経

営
は
、
代
表
役
員
で
あ
る
住
職
が
直
接
こ
れ

に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
駐
車
場
を
経
営
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

に
車
の
出
入
に
か
か
わ
る
だ
け
と
は
異
っ
て
、

個
々
の
契
約
の
締
結
や
、
未
収
金
を
集
め
た

り
す
る
だ
け
で
な
く
、
金
策
や
修
繕
又
、
時

に
は
あ
る
で
あ
ろ
う
、
事
故
に
よ
る
紛
争
早

番
の
駐
車
場
の
管
理
人
の
給
与
が
一
〇
万
円

の
相
場
だ
と
仮
定
し
ま
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く

坊
守
の
仕
事
は
管
理
業
務
と
思
わ
れ
ま
す
か

ら
、
坊
守
一
〇
万
円
と
す
る
と
、
住
職
は
三

五
万
円
と
な
り
ま
す
。
こ
の
前
提
で
住
職
の

報
酬
が
過
大
と
な
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
す
。

　
私
は
年
間
九
〇
〇
万
円
位
の
収
入
が
あ
る

駐
車
場
の
経
営
者
の
報
酬
が
月
額
三
五
万
円
、

年
間
に
し
て
四
二
〇
万
円
は
決
し
て
過
大
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
個
人
事
業
者
な
ら
ば
、

そ
れ
以
上
の
所
得
に
な
り
ま
し
ょ
う
し
、
こ

れ
が
営
利
会
社
で
経
営
さ
れ
て
い
る
時
の
役

貝
が
こ
れ
位
の
報
酬
を
得
て
い
て
も
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
に
行
か
れ
た
税
務

署
職
員
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
発
言
を
さ

れ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
収
入
按
分
を
し
て
、
給
与
（
報
酬
）
を
宗

教
活
動
会
計
と
収
益
事
業
会
計
で
分
担
す
る

と
い
う
方
法
を
ど
こ
も
採
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
に
疑
問
を
出
さ
れ
た
税
務
署
は
貴
師

か
ら
聞
く
の
が
私
は
は
じ
め
て
で
す
。
こ
の

こ
と
を
良
く
税
務
署
の
方
に
お
話
し
て
納
得

し
て
も
ら
っ
て
下
さ
い
。

　
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
毎
月
第
＝
・
第
四

木
■
日
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
、
長
谷
川

先
生
に
よ
る
「
法
律
無
料
相
談
室
」
を
開
晒

し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

織
綴
織
糊
麟

　
　
　
こ
げ
茶
、
法
輪
マ
ー
ク
付
き

　
　
　
　
　
　
　
￥
一
、
五
〇
〇
円

ぎ∵”7贋

灘i
μ鴫．．

童謡；5

径
一
㎝
、
ネ
ジ
式

￥
一
、
○
○
○
円

…一

苟
@
繊
灘
離
認

　
　
　
　
￥
五
〇
〇
円

全
日
本
仏
教
会
財
務
部

一7一
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長
谷
川
弁
護
士
の

”
税
務
相
談
”
刊
行

　
　
　
　
　
　
寺
院
運
営
の
伴
侶

　
先
月
号
で
も
ご
紹
介
し
た
通
り
、
本
会
顧
問

弁
護
士
の
長
谷
川
正
浩
先
生
が
著
し
た
『
寺
院

運
営
の
税
務
相
談
』
　
（
社
団
法
人
民
事
法
情
報

セ
ン
タ
ー
発
行
）
が
、
い
よ
い
よ
刊
行
の
は
こ

び
と
な
り
ま
し
た
。

　
全
国
各
地
で
、
寺
院
（
宗
教
法
人
）
と
税
務

当
局
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
現
在
、

こ
の
本
は
、
住
職
（
代
表
役
馬
）
を
は
じ
め
、

法
人
運
営
に
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
方
々
に
と
っ

て
、
力
強
い
助
っ
人
と
な
る
で
し
ょ
う
。

　
本
書
は
、
「
宗
教
法
人
と
税
を
考
え
る
」
「
寺
院

の
税
務
実
務
一
問
一
答
」
「
寺
院
の
財
務
手
引
」

の
三
部
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
宗
教
法
人
を
め

ぐ
る
法
律
や
税
の
諸
問
題
を
、
詳
細
か
つ
わ
か

り
や
す
く
解
説
し
た
、
寺
院
運
営
実
務
書
の
決

定
版
と
い
え
ま
す
。

　
現
在
、
幾
種
類
も
の
類
似
書
が
刊
行
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
と
こ
の
本
が
異
な
る
特
色

は
、
第
一
に
徹
頭
徹
尾
お
寺
を
守
り
、
住
職
の

立
場
を
擁
護
す
る
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
点
で

す
。
こ
れ
は
長
谷
川
先
生
ご
自
身
が
、
日
蓮
宗

の
僧
侶
で
も
あ
る
事
が
、
背
景
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

　
次
に
、
内
容
が
単
に
平
易
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
実
に
生
々
し
い
事
例
に
基
づ
き
、
き
わ
め

て
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
点
で
す
。
こ
れ

は
、
実
際
に
各
地
の
ご
住
職
方
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
様
々
な
質
問
に
対
し
、
国
税
庁
や
都
道
府
三

等
、
関
係
機
関
の
最
も
新
し
い
見
解
を
、
そ
の

都
度
、
確
認
し
て
回
答
し
て
い
る
た
め
で
し
ょ

う
。　
と
も
あ
れ
本
書
は
、
教
団
、
二
仏
教
会
の
役

職
者
は
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
住
職
方
に
必
読
の

書
と
い
え
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
本
（
定
価
千
八
百
円
）
に
関
し

ま
す
問
い
合
わ
せ
、
ご
注
文
は
左
記
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。
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ビ
ル
ニ
〇
五
号
　
長
谷
川
法
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会
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事
務

所
〇
三
一
三
五
ニ
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四
五
五
四

1
1
事
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総
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事
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総
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部
次
長

社
会
部
次
長

総
務
部
次
長

社
会
部
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長

七五一
日日日

　
八
日

　
＋
日

＋
一
日

十
四
日

＋
五
日

瀬
戸
隆
海
9
・
3
0

上
田
則
夫
1
0
・
3
1

西
岡
知
圓
　
1
1
　
1
5

町
田
法
博
　
1
1
　
1

蓉
量
務
官
呉
録
至
葵

十
九
～
二
十
六
日

新異退退
任二二任

　
　
　
　
　
　
　
⊥
＋
一
月
）
1

部
落
解
放
基
本
法
中
央
集
会
出
席

部
落
解
放
研
究
所
宗
教
部
会
出
席

関
西
地
区
財
務
担
当
者
会
議

同
和
正
副
委
員
長
打
合
せ
会

神
奈
川
県
仏
五
〇
周
年
大
会
出
席

日
宗
連
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
韓
仏
教
文
化
交
流
大
会
出
席

全
日
仏
婦
大
会
出
席

理
事
会

局
内
会
議

　
　
　
　
世
界
仏
教
徒
会
議
ロ
サ
ン

　
　
　
　
ゼ
ル
ス
大
会

資ファミコンでリアルタイムの株
時衡速報など、最新の株式情報がたちまちわ

深夜でも株式の売買注文がピピッとできる。山

インF唄。わが家のファミコンが、こんなに役i

朝
妨
繍
難
雛
礁

翫
の
た
門
主
騨
船
幅
驚
爆
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提
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役
、
、

織
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寒
編
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